
東中延1・2丁目、中延2・3丁目地区の防災まちづくりについて

概要

東中延 1・2丁目、中延2・3 丁目地区では、より一層災害に強いまちづくりを進める

ことを目的に、まちづくりルール(地区計画等)の導入を検討してきた。アンケート調査、

素案説明会等を通じ、地域の皆様からご意見を集約し、都市計画法に基づく「東中延1・

2丁目、中延2・3丁目地区の地区計画」策定等に関する原案説明会を実施し、都市計画

決定に向けた手続きを進める。

地区計画説明会

都市計画法第16 条第1 項に基づき、都市計画原案説明会を開催する。

対象区域東中延 1・2 丁目、中延 2・3 丁目地区計画範囲絲勺29.4ha、約 4,000 世帯)

①素案説明会

①日時・会場第1回:令和2年H 月25日ケ月19時荏原第三区民集会所

第2 回:令和2年Ⅱ月28日(士) 10時荏原第三区民集会所

②出席者数第 1回 10名、第2 回 10名計20名

③説明内容・これまでの経緯、当地区の現状と課題

・まちづくりルール(地区計画)の目標、士地利用の方針

・建築物等のノレーノレ等

④主な質疑・地区計画全般について

・地区全域のノレーノレについて

・中延2丁目A地区のノレーノレについて

②原案説明会(予定)

①日時・会場第 1回:令和3年3月13日(士) 10時荏原第三区民集会所

第2回:令和3年3月17日け拘 19時荏原第三区民集会所

②出席者予定数第 1回 15名、第2回30名【事前申込帋噛

③説明内容別添資料参照
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原案の作成
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原案説明会

地区計画原案の

公告・縦

地区計画案説明△
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■■ 中延2・'丁目地区

原案説明△

令和3年3月13日(土)

令和3年3月17日(水)

◆これまでの経緯

◆まちづくりルールけ也区計画)とは

◆当地区の現状と課題

◆まちづくりルール(地区計画)の目標、
土地禾1,用の方針、地区施設の整備の方針

◆建築物等のルール

◆高度地区の変更について

◆今後の予定、原案の縦覧・恵見書の提出につ
いて
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まず、当地区のまちづくりの経緯をご説明します。

ず

<東中延1・2丁目、中延2・3丁目地区における主な取組み>

(地区全体)
●不燃化特区支援制度
●不燃化特区支援制度

にかかる全戸訪問

●まちづくり相談会・講

演会

中延二丁目

旧同潤会地区
平成31年3月建物竣工

中二さくらひろは
(約180rr;)

平成22年4月開園

中三いこいの広場

平成23年4月

(約415rrr)

防災生活道路

(A路線)
(延長58m)

平成26年度整備完了

東中みんなの広
平成22年4月開

平成27年11月拡張整備
平成28年3月

再拡張用地取得

平成28年8月~平成30年3月

意見交換会開催

令和2年度

拡張部分開園予定
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くまちづ<りルール(地区計画)の検討経緯>

.

゛

年度

平成

24~26

地区全体

平成27

平成28

6

地区計画の

人に向けた

検討

中延二丁目

A地区

アンケート

説明会の開催

アンケート調査の実施

平成29

懇談会の開催

( 3 回)

^^^

L 検討地区の拡大

検討会の開催

( 3 回)
アンケート調査の実施

令和元

戸別訪問及び

意見聴取

まちづくり協議会による雫の検討・取りまとめ

意見交換会・アンケート調査

品川区による素案説明会の開催

都市計画の手続きの開始

まちづくりルールとはどよ'なルールでしょう?

令和2

POINT !

まちづくりルールけ'区計画)

とは
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まちづくりルール(地区計画)とは?

",0

住民と区が話し合いながら作るルール

◆地区の現状に合ったルールを作るには、住民の皆

んのご恵見を伺いながら進めていきます。

◆このようにして、まちの将来像の実現や問題解決の
ために必要なルールを決めます。

皆さんの》意見を60

^0^、

お聞かせください!

で

q9

トン,eト'
ス

^

まちづくりルール(地区計画)とは?

",@

地区の特性に応じて、独自に決めること

ができる建築ルール

◆「都市計画」は都市全体を対象
にしたルールです。 そうか1 ちにあっだルール

決紡ることができるんだな

◆「地区計画」は地区の特性に応
φ^

じ、地区単位で独自にまちづく ^ 0 ^

<フ)りを進めるためのルールです。
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まちづくりルール(地区計画)とは?

",@

物等を「建替える時のルール」

◆それぞれのお宅の建替え時に適用されるので、

ルールが導入されてもすぐに建替える必要はありま
せ人ノ。

安全な言ちをゆっくりと実現
していくルールなんだね!

V

ルールを守るための制度があります

◆地区計画が定められると、建物の新築や増改築の場
合にこれまでの建築確認申請に加え地区計画の届出
が必要になります。

◆区や民間の確認検査機関は、地区計画の届出に基づ

き、まちづくりルールけ也区計画)1こ適合しているかを審
査し、ルールを守っていない場合は、建築確認が下り
ず、建築物を建てることができないことがあります。

)
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せっかく定働たルールも

守られなければ

味かあしほせんよね!
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当也

POINT !

なぜ当地区にまちづくりルールが必要なのでしょう?

当地区の'題を確きしてみましょう。
ず

当地区の現状と課題

①敷地分割や狭い隣棟間隔による建物の密集が
さらに進行し、防災上の危険が高い

②危険なブ回ツクが多くみられる

③緑豊かな、ゆとりある住環境を形成する必要が

ある

上記の現状と課題を踏まえ

①密集を防ぎ、まちの防災性を向上させる
②高いブロック塀の解消を図る
③緑豊かな、うるおいある住環境を形成する
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POINT !

まちづくりルール(地区計U)の目標、土地利用の方針、
地区施設の整用の方針をご説明します。

レけ也区計画)の目標、

地区施設の整備ず方針

①まちづくりルール(地区計画)の目標

当地区は、地区の中央部に荏原中延駅が位置し東西南北に商業地が

形成されており、地区の北側は都市計画道路補助第26号線、南側は都

市計画道路補助第30号線、東側は都市計画道路放射第1号(第二京浜国
道)に囲われている。また、「品川区まちづくりマスタープラン」に
おける密集市街地改善ゾーン、「東京都防災都市づくり推進計画」に
おける重点整備地域に位置づけられている。

これらの位置づけを踏まえ、当地区では、防災性及び住環境の向上

を目的として、防災上重要な生活道路や公園・広場の整備、東京都建

築安全条例に基づく新たな防火規制の指定、老朽建築物の所有者への

支援等、不燃化促進に係る取組みが行われている。

本計画は、こうした取組に併せ、地X全域における敷地の,分ヒを
^するとともに、とりわけ、,冒=な,"と造主がする'
メにおける主ヂ1=び防災,の向上に父的な建えの、省等を段階
的に図り、安全で快適な'、地 1=の形成を目指すものとする。

なお、今後は、統一感ある街並みの形成に向けた建替えの誘導を地
区全域で図るものとする。
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②土地利用の方針

地区特性に応じ、調和のとれた

士地利用を誘導するため、士地利

用の方針を以下のとおり定める。

1 木造住宅密集地を主体とする

(い)地区では、敷地の細分化や
建築物の過密化を抑制しつつ、

替えの促進を図ることにより、

地の適正な利用を誘導し、安全で

快適な市街地の形成を図る。

2 木造住宅密集地と商業地が共

存する(ろ)地区では、敷地の細
分化を抑制しつつ、建替えの促進
を図ることにより、士地の適正な

利用を誘導し、安全で快適な市街

地の形成を図る。

②土地利用の方針

3 商店街沿道の(は)地区では、

後背地の住環境に配慮しつつ、統
一感のある街並みから成る安全で
快適な市街地の形成を図る。

狭陰な細街路沿いの木造住宅

密集地である(しこ)地区及び
(しま)地区では、建替え等に合わ

せ、連続した道路状空間を確保し
ながら土地の合理的な利用を優先
的に誘導し、統一感のある街並み
から成る安全で快適な市街地の形

成を図る。

5 幹線道路沿いに商業・業務系
用途が立地する(ヘ)地区では、

幹線道路沿道にふさわしい、土地
の有効利用を図る。
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③地区施設の整の方針

災害時の円滑な避難、消火、救

護活動等を支え、安全性の向上を
図るとともに、日常の通勤、買物

等の利便性の向上に寄与する道路

を地区防災道路として地区施設に

位置づける。

地区防災道路は、現況幅員が概

ね6m以上の道路のうち周辺地域

との道路ネットワーク上重要な路

線を位置づけるものとする。

また、地区住民の憩いの場であ

り、災害にも有効な空間である公

園・広場を適切に配置する。
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※地区施設に位置づける道路、公園・広場は
全て既存施設になります。

,
1

.

1

.

区き十画)の具

明します。

.器

■

建築物等のルール

POINT !

的な内容を

地区計画区域及び

地区整備計画区域

地区防災道路

1
●
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東中延1・2丁目、中延2・3丁目地区

全域のルール

まちづくりルール(地区計画)の内容

①今以上の密集化を

防ぐルール

②高いブロックの
解消を図るルール

③緑豊かな、うるおウ.垣・柵の構造佑邨艮のルール
いある住環境を形

成するルール

00

ア.敷地面積の最低限度のルー

ル(新たに分割する場合)

イ.建物外壁の後退距離のルー

ル(北側境界からの後退)

.b P

9

20

.
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①今以上の密集化を防ぐルール

ア.敷地面の低限度のルール

敷地細分化による小規模な建群の増加など、今以

上の密集化を防ぐため、新たに分割する場合の敷地
面積の取低限度を60nfとするルールを定めます。

新たに分割する場合

才60市未満は不可

例えぱ

面積120rrfの敷地

'().

ルーj の、象囲

邑。邑

60m、

邑 0 ■

巾延

」'目

Ξ O E

②うるおいある住環境を形成するルール

40rrr 40rrf 40rrr

1。島

60

荏原延駅

昭和通り

現敷地をそのまま使用する場合

⇔60市未満でも建替え可

.0.

宋中延

1」

X

'^

イ.建外壁の後退距のルール
(北側境界からの後退)

建物間の空間の確保をすることで、ゆとりのある街並

みを形成するため、敷地北側の境界から50cmの範囲

で建築の建築を禁止し、空間を確保するルールを
定めます。

'脚ι

中延

3 U

余

東刻

2 U

命

40m

^ ■ O E

40m

真北方向

ルーj の、象

21

隣地との

敷地境界から

05m以上後退

巾延

2 」'目
荏原中延駅

昭和通り

宋中延

中延

丁U

歯
斎

東延
21、U

敷地

50cm

中延

命

建物

道路

22
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②うるおいある住環境を形成するルール

ウ.垣・柵の造制限のルール

地震によるブロック塀による倒壊危険性の軽減、まち

に緑を増やすため、道路沿いで垣や柵を新設する場
合に、ブロック塀の高さを60cm以下とし、生垣やフエ
ンス(視可能なものや採光・通風に配した軽量な

もの)などを推奨するルールを定めます。

フエンス

60cm

以下

ルーj の、象囲

巾延

目

0O UO

荏原延駅

昭和週1

生垣

東中延

1 」'月

^

中延

3 U
い

東中延
2 0

^^^

中延駅

^

中延2丁目A地区のルール

^^^ ^

23
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●中延2丁目A地区では、地区全体でのルールに加え、災害時

の危険を減らし、建替えしやすくするルールの導入に向けた
検討を行っています。

●今後、他の街区で中延2丁目A地区と同様のルールを導入し
たいと地元要望があれぱ、随時検討していきます。

中延2丁目A地区における検討

建の密集を防ぎ、

うるおいある住境を

形成するルール

建の密集を防ぎ、

うるおいある住境を

形成するルール

+

災害時の危険を減らし、

建替えしやすくするルール

価 東中延1・ 2丁目、

中延2・3丁目地区

A

地区

. 中延2丁目A地区

25



災害の危険を'らし、

建替えしやすくするルールのあらまし

現在、当地区では北側斜線制限と道路斜線制限が設定されており、建
形状が不自由な状態となっています。

現行規制での建替えイメージ

(住居系の場合)

現行の規制線

(北側斜線制限)

ノ
ノ

/

/

/

ノ

/

ノ

/

真北方向一七『^

現行の規制線

(道路斜線制限)

災害の危険を'らし、

建替えしやすくするルールのあらまし

ただし、後述のルール等を入する代わり1こ、これら2つの斜線制限を適用除外
又は緩和することで、現状よりも建形状が自由な状態にすることができます。

建築物の高さのまちづくりルール導入後の建替えのイメージ真北方向 _^

最高限度の設定(住居系の場合)

使用できる延ぺ床

面積の増加

北側斜線制限
を緩和

※現在、高さ10m以上の建物には日影規制がかかっており、このルールを導入してもその規制は変わりませ
ん。よって、必ずしも建築物の高さの最高限度程度の規模の建物が建つとは限りません。

※道路斜線の適用除外は、スライド29左の図の「建物外壁を後退する路線」に該当する沿道の敷地かつ、区
の認定を受けた場合に限ります。

27

'履1

,.ーーー

28

道路斜線制限

の適用除外

道路境界からの

建物壁面の後退

、多



まちづくりルール(地区計画)の内容

①街路の拡幅を確実に
進め、かつ安全性を向上
させるルール

目的

②街路沿いでも建替え

をしやすくするルール

地区計画による

ア.建物外壁の後退距離のルール(道
路境界からの後退)

イ.外壁が後退する部分への門・塀な
どの設置制限

(壁面後退区域における工作物設置の制
限)

ウ.建築物の容積率の最高限度の
ルール

エ.建築物の高さの最高限度のル
ル

オ.建物外壁の後退距離のルール(北
側境界からの後退)

①街路の拡冒を確実に進め、
かつ安全を口上させるルール

A

地区

ア.建物外壁の後退距離のルール(道路境界力ちの後退

・右図の・・・沿いで、建替え等の際に道路中心から2m

拡幅※1するのに加え、敷地内で建の外壁を0.5m以上
後退するルールを定めます。

1現況の道路幅員が 1
4m未満の場合

道路拡幅後の

敷地境界線から
05m以上後退

2.5m以上

※1 道路中心から左右に2mずつ拡幅し、4mの道路幅員を確保することは建築基準法のルールになります。
※2 現況の道路幅員が4m以上5m未満の箇所では、道路中心から2.5m以上後退するルールとします。

道路中心から

2m拡幅知

29

ーー・'轟、
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革見兄の道路幅員が:
4m以上の場合

_^響

2m

鴛

井キ嘉蔓夫ミ朧キ;

二
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道路中心から

2.5m以上後退汝
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①街路の,旨を確に進め、
、つ全性を向上させるルール

r-'ーー「ーデーーーー_ーーー"ー・・コ」^、t111

' 1」,、一」,'; 1 1」、賊1^コ、一叉゛ 1 1W1 ι,「

、・ロロ=1'尋"魚_'1t心ゞ
.'_一肌{邑1、、.,1一烹'へ望
、・→,"'、・,ー."途.、・・・'"ニ.

り'・"-1LLLI'1[1ゴ、〔f3riL虫・:
、、.ヤ^,气"'典',・'、・.,'・・",广、]::

yl ゞ七六一,,,"・,・学〔●・

i・・ξ、・、f匡 tq、1、・,1 「.、、1、、1 リ_1

'.・ゞ.'・、",＼'六

じ_でMlj、cy ',,建物外壁を
ユ、]モ・イバ,CI_後退する路線
C=i ノψ[,Lj_.,1 ＼、、、"ノ

建物外壁を後退したイメージ

(現況の道路幅員が4m未満の場合)

※幅員5m以上の道路を除外して指定しています。

① 11街路の幅確実に進め、
かつ安全性向上させるルール

イ。外塾が後退する部分への門・塀などの設置制限
壁退における工物二、の制

敷地境界線から

05m以上の後退

^

建物の外壁(壁面)が後退した部分に、門や塀などの
工作物の設置を制限するルールを定めます。

壁面後退区域には、

門や塀を設置できません。

/,〆"'

道路中心から

2m拡幅

'

◆^・i4^,i

31

ー""拠*'
↓、,゛'

.゛.●,亀..亀

゛梶

^^^L

門や塀は

設置されでいません。
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^^
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建物外壁を後退したイメージ
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②街路沿いでも

建替えをしやすくするルール

ウ.建物の容積率の高限度のルール

・建物外壁の後退距離のルール(道路境界からの後退)等

の入を条件に、通常適用される前面道路古員に応じた
容積率(基準容積率※)の制約を適用除外とするルール
を定めます。

【通常の場合】

(指定容積率200%の場合)

基準容積率の
160%が上限

※住居系の用途地域では、(前面道路幅員4m)X(前面道路幅員による容積率低減係数0.4)=160%
が基準容積率となっています。

②街路沿いでも

建替えをしやすくするルール

エ.建物の高さの高限度のルール

道路の安全性を向上させる沿道の壁面後退(道路空間+0.5m後退)などを
条件に、通常適用される斜線制限による高さの取高限度を見直すルールを
定めます。

さの取古限度は、地区区分や敷地面積によって数値が異なります。

_"暴"1
ーー撚・を

、,゛U',ー

竿"加

"
膚有

ーに

ーノ
ーノ

【地区計画のルールに適合し、

区の認定を受けた場合】

指定容積率の

200%まで

利用可能

ーノ
ーノ

ーー

烹
評キ幕秩ミ魯

,i罷、゛

葬

高度地区指定による

北側斜制限を変更※

※地区計画による高さの最高限

度を定めるのと同時に、都市

計画の高度地区も併せて変更

します

ー〆
ーず

ー〆
'ノ

ーノ

、ヨ^
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ノ

北側の隣地

ノ

、

高さの最高限度※を絶対高さで適用
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※地区区分や敷地面積に

よって数値が異なります。
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街路沿いでも

建替えをしやすくするルール

エ.建物の高さの高限度のルール

地区区分や敷地面積ごとの

池邸ご.聖■,一§j畠建高さの取高限度の数値

ゞ'1 夢f石『凡例【商業系(昭和通り沿道20m)以外の場合】
※150rrtは約45坪、50orr「は約150坪です。 、商、(昭手腿りj台道mYI)以外

高さの最高限度
敷地画積

(建てられる階数のイメージ) 商業系昭称重りj合道m,、)

10m(3階程度)150m未満
1~3階

13m(4階程度)150nt以上50orri未満

4~5階
19m(6階程度)50on;以上

6~7階
ト'業系(昭和通り沿道20m)の合】

8~10階※20ontは約60坪、300市は約90坪です。

16m(5階程度)20on;未満

19m(6階程度)20on;以上30om未満

31m(10階程度)30on;以上

※日影規制により必ずしも建築物の高さの最高限度
程度の規模の建物が建つとは限りません。

高さの最高限度

(建てられる階数のイメージ)

②街路沿いでも
建替えをしやすくするルール

オ建物外壁の後退距離のルール(

4

1・魯亜

1峰

現行の北側斜線制限(高度地区指定)を緩和し、敷地北側上
の境界線から建の壁面を後退するルールを定めます。辻
当ルール設定にあたっては、北側の隣接地への一定の日照を確1
保しつつ、従来よりも床面積を多く確保できるよう配しました。

i.

道路

真北方向から
後退する距離

※敷地面積により高さの最高
限度は異なります

※この建物イメージは区の認
定を受けた場合です

36
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0.5

北側の

隣地

現行の道路斜線制限

.

6.5m

督^■^

さの

10m
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②街路沿いでも

建替えをしやすくするルール

オ.建物外壁の後退距離のルール(北側境界からの後退)

商業系(昭和通り沿道20m)の場合~昭和通り沿道の建

一戸隣地境界線

25m、^
現行の

北側斜線制限,恨y
1.5m

ノ
/

ノ

38

5F

北側の

隣地

真北方向

現行の道路斜線制限/

12.5m

イメージ~

9.5m

さの

16m

③認定にょる道路,、,j,等の緩和について

建築物の地盤面

からの高さ

9.5mを超え

12.5m以内の部分

12.5mを超える部分
限度

商業系以

・壁面後退を行い、さの最一限度以内に建替えると、道路斜線制限の緩和
と、前面道路古員による容積率制限の緩和が可能となります。

・道路斜制限の緩和と、前面道路旨員による容積率制限の緩和により、使
用できる延べ床面積が増加します。

・日影規制は保持されるため、さ10m以上の建の日影による影響は変わ
りません。

・道路斜線制限や道路古員による容積率制限の緩和を受けるには、区の認定

手続きが必要です。

昭和通り

真北方向から
後退する距離

15m以上

2.5rη以上

※敷地面積により高さの

最高限度は異なります 37



高又地区ず変

POINT !

官又地区の変更についてご説明します。

^^

^^ い

..ー

..
....

...

.C二冨'.◆

・:・:・'・'・;顎1共
、軍1_、亀')コ1'●●
●●●^●◆

琴'L・'・ P ・①
・':郁・:・:・.・

キ龜゛が

①

高度地区の変更について

面積

コ

区域

0

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

イ

用途地域

住

住

近商

近商

.20m 亀

ア・・

東京都決定

建ぺい率
%

60

60

80

80

40

23ha

②

容積率
%

200

200

300

300

39

品川区決定

高度地区防火指定

2高準防火^

準防火19m

3高準防火^

準防火31rη

第2種古度地区、第3種高度地区をそれぞれ、
19m 度地区、31m古度地区に見直します。

地区計画と連動して上記の変更を行うことで、細

やかな高さの制限を図ります。

(35スライド~3フスライド参照)

0.6ha

1
圃

.
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POINT !

今後の予定

今後の予定をご説明します。

地区計画

今後の予定

入までの流れ(予定) A回
~令和元年度 令和2年度

今後は、この原に対するご意見に基づいて原の内容を見直し、地区計画案を作成します
その後は、引続き都市計画法に基づく手続きを進め、都市計画決定によって正式に決定します

41

令和3年度~
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原案の'覧・意書の提出について

縦覧につし、

縦覧について
●縦覧期間令和3年3月12日(金)~3月26日(金)

午前部寺30分~午後卵寺15分(土・日曜日、祝日を除く)

●縦覧場所木密整備推進課(区役所本庁舎6階)
※区ホームページでもご覧になれます。

原案の.覧・意見書の提出について

息、見書の1是出について(区域内に土地や建物の権利をお持ちの方)

意見書の提出につぃて(区域内に土地や建物の権利をお持ちの方)
●意見書の提出期間令和3年3月12日(金)~4月2日(金)

●意見書の提出場所木密整備推進課(区役所本庁舎6階)

●郵送される場合

以下住所まで、 4月2日(金)必着でお願いします。
〒140-8715 東京都品j 区広町2-1-36 (区役所本庁舎6 階)

品川区都市環境部木密整備推進課

●意見書の書き方

以下の項目をご記入ください。なお、様式は自由です。

【宛先】品川区長
【表題】東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区地区計画原案等に対する意見
【その他】 0提出する日付

0意見書を提出される方の住所、氏名
0地区内にある土地の所在とその権利関係

0本文(意見書の内容及び理由)
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